
　　　　に相談して下さい。

注２）建築基準法第43条に抵触する場合は、公共施設(道路）の完了検査を行う場合があります｡

注2）
建築確認申請 道路の区域

変更

注１)　【市街化調整区域】での計画は［市街化調整区域班］に相談してください。また、500㎡未満の土地に21戸以上の住宅の建設をする場合は「指導班」

不適合 是正

適合
検査済証交付・工事完了公告

（受付から
約10日間）

承　認 完了検査

開発登録簿に登録

審査 工事完了 （完了届提出）

審査
承認申請 注2）

法第36条
許可

法第37条
法第35条の2

建築制限解除
変更許可申請等

許可

法第50条
　手続きに関する規則第10条

開発審査会への審査
請求

工事着手 （着手届提出） 不許可

開発行為に該当　しない等の
照合

審査 不許可

法29条第1項
(受付けから約10日間）

開発許可申請
法第50条

開発審査会への審査請求

(事前協議から約２ケ月)      (事前協議から約２ケ月)

協議締結 協議締結

不成立
法第３２条

取下げ又は変更 成立 成立 取り下げ又は変更

公共施設管理者の同意･協議 開発等事業に関する協議
不成立

事前協議書提出

(受付から約２週間）

審査意見･回答

事前届

標識の設置・標識設置報告書提出

住民への説明・意見書の受付

開発事業説明報告書提出 （事前届から約３～６週間）

（照会から約１～２週間）

開発事業基準条例該当 開発事業基準条例非該当

(期間については標準的なものです。）

開発行為該当 開発事業の適用照会 開発行為非該当

Ⅲ－１　手続きの流れ（開発調整課）
５００㎡以上の土地の開発計画 注１)


